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問税務課　本２階
０２８７‒２３‒８７２５確定申告／市民税・県民税申告のご案内

※各申告会場の受付は8：25に開始します。※各申告会場の受付は8：25に開始します。
※親園地区・佐久山地区・金田南地区にお住いの方の申告相談会については、大田原市役所本庁舎での受け付けと※親園地区・佐久山地区・金田南地区にお住いの方の申告相談会については、大田原市役所本庁舎での受け付けと

なります。なります。
※須賀川地区・両郷地区にお住まいの方の申告相談会については、黒羽庁舎での受け付けとなります。須賀川地区※須賀川地区・両郷地区にお住まいの方の申告相談会については、黒羽庁舎での受け付けとなります。須賀川地区

公民館・両郷地区公民館での開催はありませんのでご注意下さい。公民館・両郷地区公民館での開催はありませんのでご注意下さい。
※指定日時で来場できない場合は、ご都合のよい別日の会場へご来場ください。予約や変更の電話は不要です。※指定日時で来場できない場合は、ご都合のよい別日の会場へご来場ください。予約や変更の電話は不要です。

期日
大田原地区

期日
黒羽・湯津上地区

【午前】8:30 ~ 11:00 【午後】13:00 ~ 15:30 場所 【午前】8:30 ~ 11:00 【午後】13:00 ~ 15:30 場所

2/17㊊ 下石上・野崎
野崎地区

公民館

2/17㊊ 北滝 片田

湯津上庁舎

18㊋ 上石上 薄葉・平沢 18㊋ 亀久 矢倉・蛭田

19㊌ 薄葉 19㊌ 蛭田 湯津上

20㊍ 中田原

金田北地区
公民館

20㊍ 湯津上

21㊎ 中田原・町島・荒井・岡 戸野内・練貫・乙連沢 21㊎ 狭原 佐良土

25㊋ 市野沢 今泉・羽田 25㊋ 佐良土

26㊌ 富池・小滝 小滝 26㊌ 蛭畑

27㊍ 富士見 山の手・城山

市役所
本庁舎 1 階

27㊍ 片府田 新宿・小船渡

28㊎ 紫塚 元町・新富町 28㊎ 須佐木 須佐木・南方

黒羽庁舎

3/3㊊ 末広 中央・本町 3/3㊊ 須賀川・川上・雲岩寺 大輪・木佐美・寺宿・大久保

 4㊋ 美原 美原・住吉町  4㊋ 久野又 河原

 5㊌ 浅香 浅香・若松町  5㊌ 両郷・川田 中野内

 6㊍ 若草・加治屋 加治屋  6㊍ 堀之内 黒羽田町

 7㊎ 親園 親園・荻野目  7㊎ 前田 前田・八塩

 10㊊ 花園・実取 実取  10㊊ 北野上

11㊋ 滝沢・滝岡 宇田川 11㊋ 黒羽向町

12㊌ 佐久山 12㊌ 余瀬 大豆田

13㊍ 大神・藤沢 福原 13㊍ 蜂巣 桧木沢

14㊎ 北金丸 北金丸・奥沢・倉骨 14㊎ 寒井

17㊊ 南金丸・北大和久 上奥沢・鹿畑・赤瀬 17㊊ 全地区（予備日）

令和 6 年分 確定申告／市民税・県民税申告日程

　申告に必要な「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」
については、混雑を避けるため事前に作成してください。
作成されていない場合には、お帰りいただく場合もあり
ます。

来場する方へのお願い

収入のない方の申告
　前年中に収入が皆無であった方または非課税収入（遺
族年金・障害年金・雇用保険の失業給付など）のみを受給
していた方は、申告書に必要事項を記入して、郵送で提
出していただくか税務課窓口に直接お持ちください。
　郵送で申告書が届いていない方については、市HPに申
告書と記載例を掲載しておりますので、印刷し郵送など
でご提出ください。

e-Tax（電子申告）をご利用ください
　パソコンやスマートフォンをお持ちで、かつ、マイナ
ンバーカードを取得されている方については、国税庁HP
の確定申告書等作成コーナーから確定申告書
の作成・提出ができます。詳細は、国税庁確定申
告書等作成コーナーをご確認ください。

▶申告期間中は、職員が各申告会場へ出張している
ため、税務課窓口や各支所の窓口では申告できま
せん。ただし、収入のない方については税務課窓
口でも受け付けます。

▶以下については、税務署での手続きをお願いします。
　消費税・贈与税・相続税・青色申告・国外収入の申

告・過去年分の申告・雑損控除の申告・住宅借入金
等特別控除（初年分）の申告のうち税務署での相
談が必要と判断されるもの、その他職員が市の会
場では受付できないと判断したもの

▶申告に必要な書類がそろっていない場合は、申告
受付ができません。ご了承ください。

※別日の会場で申告を希望される場合、予約・変更
の電話は不要です。

その他の注意事項その他の注意事項

　昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には、通
知を送付しておりますが、通知を受けていない方に
ついても会場での申告を受け付けています。
　必要な書類などについては広報おおた
わら1月号または市HPをご確認ください。



本本庁舎 湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県北体育館

112025.2

問大田原税務署（管理運営第一部門直通）
０２８７‒２２‒３１１７所得税などの納付のお知らせ

令和6年分確定申告の

　令和6年分確定申告における所得税などの納期限およ
び振替納税を利用されている方の口座振替日は、次表の
とおりとなりますので、納期限までの納付または振替日
前の預貯金残高の確認をお願いします。なお、納税が納
期限に遅れた場合または残高不足などで口座振替がで
きなかった場合には、納期限の翌日から納付の日までの
延滞税がかかりますので、ご注意ください。
　振替納税は、申告所得税および復興特別所得税や個
人事業者に係る消費税および地方消費税についてご利
用になれます。振替納税をご利用いただくと、金融機関
や税務署に出向かなくても自動的に納付ができ、便利・

税目など 納期限 口座振替日

申告所得税および
復興特別所得税

確定分 3 月 17 日㊊ 4 月 23 日㊌
延納分 6 月 2 日㊊ 6 月 2 日㊊

個人事業者の消費税
および地方消費税 確定分 3 月 31 日㊊ 4 月 30 日㊌

贈与税 確定分 3 月 17 日㊊ 利用不可

安全・確実です。なお、ご利用開始に当たっては、口座振
替依頼書を各税目の確定分の納期限までにご提出くだ
さい。
●納期限および口座振替日

問情報政策課　本６階
０２８７‒２３‒８７００

　市では、市公式ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。詳細は市HPをご覧ください。
●掲載料 1枠につき1か月5,000円、6か月連続で25,000円、12か月連続で50,000円
●画像サイズ 縦：50 ピクセル  横：150 ピクセル  4 キロバイト以内
●申込方法 市HPから広告掲載申込書をダウンロードして申し込み
※詳細は、市HPトップページ右側中段に表示される「バナー広告募集中！」から専用ペー

ジ「バナー広告を募集しています」をご覧ください。

市ホームページバナー広告募集

▼このバナーをクリック

芭蕉の里くろばねマラソン大会開催に伴う通行禁止区間（2月23日㊐㊗）
第52回

●日時 2月23日㊐㊗▶開会式 9：00▶スタート 9：30 ~ 11：00
●場所 黒羽運動公園周辺特設コース
●通行止区間
▶市道黒羽中学校線（多目的運動場 ~ 久野又入口丁字

路）全線通行止め
▶主要地方道那須黒羽茂木線（堀之内十字路 ~ 両郷十

字路）全線通行止め
　主要地方道那須黒羽茂木線を 10㎞・5㎞マラソンコー

スとして使用
●通行止時間 9：00 ~ 12：00（競技終了次第解除）
問芭蕉の里くろばねマラソン大会実行委員会（スポーツ振興課内）
体　 ０２８７‒２２‒８０１７

※五峰の湯を利用する方は、ピアートホール前Ｙ字路か
ら進入することができます。4久野又運動公園入口か
らは進入できません。なお、いきいきプール（黒羽中学
校屋内温水プール）は、当日は、14：00からの営業とな
ります。

通行止め区間とコース案内図
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至 前田至 前田 至 須佐木至 須佐木

1堀之内十字路

ピアートホール前
運動公園入口

ＪＡガソリンスタンドＪＡガソリンスタンド

ピアートホールピアートホール

くろばね保育園くろばね保育園

五峰の湯五峰の湯

3多目的運動場3多目的運動場

至 川田

両郷地区コミュニティセンター両郷地区コミュニティセンター

2両郷十字路

スタートスタート

フィニッシュフィニッシュ

山百合荘山百合荘

陸上競技場陸上競技場

5ｋｍ
第 1 折り返し点

10ｋｍ10ｋｍ
第 1 折り返し点第 1 折り返し点

至 木佐美

5ｋｍ・10ｋｍ5ｋｍ・10ｋｍ
第 2 折り返し点第 2 折り返し点

（久野又運動公園入口200ｍ手前）（久野又運動公園入口200ｍ手前）

9：15 ~ 11：30
（競技終了次第解除）

1堀之内十字路 ~ 2両郷十字路
4
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口

全面通行止め区間全面通行止め区間

9：00 ~ 12：00
（競技終了次第解除）

3多目的運動場 ~ 4久野又運動公園入口

全面通行止め区間全面通行止め区間

　芭蕉の里くろばねマラソン大会の開催に伴い、下図のとおり交通規制を実施しますのでご協力をお願いします。
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